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【公表番号】特表2008-503295(P2008-503295A)
【公表日】平成20年2月7日(2008.2.7)
【年通号数】公開・登録公報2008-005
【出願番号】特願2007-517443(P2007-517443)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｎ   5/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｎ   5/06    　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類の皮膚の表面領域を美容治療する方法において、前記皮膚に９００ｎｍから１５
００ｎｍの間の発散電波放射線源を照射する方法。
【請求項２】
　前記美容治療は、
（ｉ）　皺又は小皺を低減、緩和、除去、又は縮小し、
（ｉｉ）　皮膚の表面積を減少させ、
（ｉｉｉ）　皮膚を若返らせ、
（ｉｖ）　老化の明らかな徴候を遅らせ又は回復させ、
（ｖ）　皮膚の弾性若しくは弾性的特徴、色調、肌理、及び外観を改善し、及び
（ｖｉ）皮膚を美化する
治療である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記皮膚は、顔、胸、腕、臀部、太腿、腹、又は首の最外表皮、基底層、及び真皮を含
む請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記分散光は、１０°から５０°の間にある請求項１～３のいずれか１つに記載の方法
。
【請求項５】
　前記電磁放射線は、約１０ｎｍから１２０ｎｍの帯幅を有する請求項１～４のいずれか
１つに記載の方法。
【請求項６】
　前記電磁放射線の波長は、９４０ｎｍ、９５０ｎｍ、１０４０ｎｍ、１０６０ｎｍ、１
０７２ｎｍ、及び１２６７ｎｍを含む群から選択される１つ又は多数の特定波長を中心と
する請求項１～５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記電磁放射線は、連続波又はパルス波である請求項１～６のいずれか１つに記載の方
法。
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【請求項８】
　前記電磁放射線が連続波であるとき、その強度は、少なくとも５００μワット／ｃｍ2

から５００ｍワット／ｃｍ2以下である請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記電磁放射線がパルス波であるとき、その強度は、ピーク電力が少なくとも５００μ
ワット／ｃｍ2であり、平均電力が５００ｍワット／ｃｍ2以下である請求項７に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記電磁放射線がパルス波であるとき、その強度の平均電力は、５０～１００μワット
／ｃｍ2の範囲内にある請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記電気放射線がパルス波であるとき、前記電磁放射線は、少なくとも１０～１５μ秒
の期間にわたって照射される請求項７、９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記電気放射線がパルス波であるとき、周波数／繰返し率は、３００～９００Ｈｚの範
囲内にある請求項７及び９～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記周波数／繰返し率は、６００Ｈｚ又は約６００Ｈｚである請求項１２に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記電磁放射線は、前記皮膚に少なくとも３０秒から数分以下にわたって照射される請
求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記電磁放射線源は、発光ダイオードである請求項１～１４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記放射線源の放射体は、９４０ｎｍ、９５０ｎｍ、１０４０ｎｍ、１０６０ｎｍ、１
０７２ｎｍ、及び１２６７ｎｍを含む群から選択される１つ又は多数の波長又はその近傍
の波長を中心とする波長を有する放射線を放射するように構成された少なくとも１つ又は
多数のＰＮ接合を含む請求項１～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記特定の波長又はその近傍の波長を中心とする波長は、１０ｎｍから１２０ｎｍの間
の狭帯幅を有する請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記特定の波長又はその近傍の波長を中心とする波長は、約５０ｎｍの狭帯幅を有する
請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　哺乳類の皮膚の表面領域のＵＶ光又は光老化によって生じる皮膚損傷を治療する方法に
おいて、前記皮膚に９００ｎｍから１５００ｎｍの間の発散電磁放射線源を照射する方法
。
【請求項２０】
　請求項３～１８の１つ又は多数の特徴をさらに含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　表面皮膚の領域を美容治療するための９００ｎｍから１５００ｎｍの間の分散電磁放射
線の使用。
【請求項２２】
　免疫細胞の生存率を改善する生体外方法において、末梢血単核細胞を１０７２ｎｍの波
長を中心とする狭帯幅の発散電磁放射線に露光させる方法。
【請求項２３】
　前記末梢血単核細胞は、リンパ球である請求項２２に記載の方法。
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【請求項２４】
　前記末梢血単核細胞は、フィトヘマグルチニン（ＰＨＡ）によって刺激される請求項２
２又は２３に記載の方法。
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